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推
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室

安
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萩
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収
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平 成 年
月 日

（火曜日）

〇
二
の
一
、
二
四
〇
二
の
四

六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

一

保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
吹
原
九

〇
の
二
、
一
一
三
二
の
二
、

六
七
の
一
、
二
三
六
八
、
二

で
、
字
矢
代
二
本
木
ノ
浴
二

三
八
四
、
二
三
八
四
の
二
、

ら
二
三
九
三
ま
で
、
字
矢
代

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
岩
国
医
療
セ
ン
タ
ー

岩

山
口
県
告
示
第
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

山
口
県
告
示
第
百
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

名

称

一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
な
く

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

名

称

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

セ
ン
タ
ー

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

限
る
。
）
、
二
四
〇
二
の
七
、
二

山
口

七
六
、
字
国
木
原
一
一
一
七
、
一

字
矢
代
与
三
ケ
浴
二
三
六
六
の
四

三
七
九
、
二
三
八
一
の
一
、
二
三

三
七
〇
、
二
三
七
三
、
二
三
七
四

字
矢
代
二
本
木
ノ
浴
口
二
三
七
五

滝
ノ
向
二
三
九
四
か
ら
二
四
〇
四

国
市
愛
宕
町
一
丁
目
一
番
一
号

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

。六
日

（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

六
日

山
口

所

在

な
っ
た
。

六
日

山
口

所

在

岩
国
医
療

岩
国
市
黒
磯
町
二
丁

一

）
、
二
四
〇
二
の
五
、
二
四
〇
二

四
〇
二
の
八
、
二
四
〇
二
の
一
〇

県
知
事

山

本

繁
太
郎

一
一
八
、
一
一
一
九
の
二
、
一
一

、
二
三
六
九
、
字
矢
代
東
ケ
輪
二

八
五
、
二
三
八
七
か
ら
二
三
九
〇

、
二
三
七
五
の
一
、
二
三
八
三
、

の
二
、
字
矢
代
田
尻
山
二
三
九
一

ま
で
、
字
矢
代
東
側
赤
ナ
メ
ラ
二

平
成
二
八
、

三
、
二
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

県
知
事

山

本

繁
太
郎

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

県
知
事

山

本

繁
太
郎

地

目
五
番
一
号

のか 二三ま二か四 保 よ限

告

示



平成 年 月 日 火曜日

二三四

山 口

山
土

に
よ

一

（定期）県 報

産
部

第 号

ら四
二三

下
関
市
役
所
菊
川
総
合
支
所
整

事
業
の
種
類

下
関
市
役
所
菊
川
総
合
支
所
整
備

起
業
地

収
用
の
部
分

下
関
市
菊
川
町
大
字
下
岡
枝
字

使
用
の
部
分

な
し

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

法
第
二
十
条
第
一
号
関
係

口
県
告
示
第
百
二
十
一
号

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

起
業
者
の
名
称

下
関
市

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

二
四
〇
二
の
一
三
ま
で
、
二
四
〇

〇
六
、
字
矢
代
引
明
二
四
〇
八
、

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」

事
業

下
高
田
及
び
字
松
原
地
内

第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」

し
た
。

山
口
県
知

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

二
の
一
六
か
ら
二
四
〇
二
の
二

二
四
〇
九
の
一
、
二
四
〇
九
の

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第

と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

事

山

本

繁
太
郎

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

に
供
す
る
。
）

〇
ま
で
、
字
矢
代
墓
ノ
浴
口
二

二林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

下
関
市
菊
川
町
大
字
下

下
関
市
役
所
菊
川
総
合
支

一

起
業
者
の
名
称

下
関
市

二

事
業
の
種
類

下
関
市
菊
川
体
育
館
整
備

三

起
業
地

収
用
の
部
分

る
と
認
め
ら
れ
る
。

オ

以
上
の
こ
と
か
ら
、

す
る
も
の
で
あ
る
と
認

法
第
二
十
条
第
四
号
関

本
件
事
業
は
、
下
関
市

域
住
民
の
利
便
性
の
向
上

を
収
用
し
、
又
は
使
用
す

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面

設
」
と
い
う
。
）
を
整

か
し
、
起
業
者
の
調
査

別
の
措
置
を
講
ず
べ
き

に
与
え
る
影
響
は
軽
微

ウ

本
件
事
業
の
起
業
地

の
発
生
の
お
そ
れ
が
な

さ
れ
て
い
る
。

エ

本
件
事
業
の
起
業
地

三
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設

法
第
二
十
条
第
二
号
関

本
件
事
業
の
起
業
者
で

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す

法
第
二
十
条
第
三
号
関

ア

本
件
事
業
の
施
行
に

庁
舎
を
整
備
す
る
こ
と

イ

本
件
事
業
の
施
行
に

岡
枝
字
下
高
田
地
内

所事
業

本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
土
地

め
ら
れ
る
。

係の
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め

を
図
る
た
め
早
急
に
実
施
さ
れ
る

る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
で

の
縦
覧
場
所

備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境

に
よ
れ
ば
、
起
業
地
の
周
辺
に
お

動
植
物
及
び
文
化
財
は
存
し
な
い

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

は
、
利
用
者
の
利
便
性
が
高
い
こ

い
こ
と
等
を
条
件
と
し
て
、
三
案

の
範
囲
は
、
本
件
施
設
の
規
模
等

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

係あ
る
下
関
市
は
、
一
般
会
計
に
よ

る
十
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る

係よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
下
関
市

に
よ
り
地
域
住
民
の
利
便
性
の
向

よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
本
件
事の

適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄

の
庁
舎
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り

べ
き
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
土

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

が
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

い
て
、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
に

こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
が
周
辺
環

と
、
河
川
の
氾
濫
に
よ
る
浸
水
被

に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
上
で
選

に
比
し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
で

り
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と

者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

の
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め

上
が
図
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

業
に
係
る
施
設
（
以
下
「
本
件

二

与地地 し特境害定あ かの施
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五

山 口 県 （定期）報 第 号

四
口
県
告
示
第
百
二
十
二
号

両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

法
第
二
十
条
第
四
号
関
係

本
件
事
業
は
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動

康
の
増
進
及
び
体
育
の
振
興
を
図

地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧

下
関
市
役
所
菊
川
総
合
支
所

別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物

に
与
え
る
影
響
は
軽
微
な
も
の

ウ

本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
利

の
発
生
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

さ
れ
て
い
る
。

エ

本
件
事
業
の
起
業
地
の
範
囲

る
と
認
め
ら
れ
る
。

オ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
下

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
十
分

法
第
二
十
条
第
三
号
関
係

ア

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得

す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民

イ

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り

設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る

か
し
、
起
業
者
の
調
査
に
よ
れ

使
用
の
部
分

な
し

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

法
第
二
十
条
第
一
号
関
係

下
関
市
菊
川
体
育
館
整
備
事
業

号
に
掲
げ
る
施
設
に
関
す
る
も
の

法
第
二
十
条
第
二
号
関
係

令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第

る
。

の
拠
点
と
な
る
施
設
を
整
備
す

る
た
め
早
急
に
実
施
さ
れ
る
べ

益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ

場
所

及
び
文
化
財
は
存
し
な
い
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

用
者
の
利
便
性
が
高
い
こ
と
、

等
を
条
件
と
し
て
、
三
案
に
つ

は
、
本
件
施
設
の
規
模
等
に
比

業
の
事
業
計
画
は
、
土
地
の
適

関
市
は
、
一
般
会
計
に
よ
り
予

な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で

ら
れ
る
利
益
は
、
ス
ポ
ー
ツ
活

の
健
康
の
増
進
及
び
体
育
の
振

失
わ
れ
る
利
益
は
、
本
件
事
業
に

こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境
が
影

ば
、
起
業
地
の
周
辺
に
お
い
て

（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

で
あ
る
。

一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

る
こ
と
に
よ
り
地
域
住
民
の
健

き
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
土

る
と
認
め
ら
れ
る
。

か
ら
、
本
件
事
業
が
周
辺
環
境

河
川
の
氾
濫
に
よ
る
浸
水
被
害

い
て
比
較
検
討
し
た
上
で
選
定

し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
で
あ

正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

動
の
拠
点
と
な
る
施
設
を
整
備

興
が
図
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

係
る
施
設
（
以
下
「
本
件
施

響
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し

、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
に
特

。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二

県

道

光
柳
井
線

柳
井
市
古
開
作
字
中

同
市
南
町
三
丁
目
七

一
般
国
道

四
三
七
号

岩
国
市
玖
珂
町
字
下

同
市
玖
珂
町
字
久
重

宇
部
市
常
盤
町
二
丁

同
市
大
字
川
上
字
上

一
般
国
道

四
九
〇
号

美
祢
市
美
東
町
真
名

同
市
美
東
町
絵
堂
字

県

道

山
口
宇
部
線

山
口
市
朝
田
字
上
山

同
市
佐
山
字
傍
示
郷

県

道

柳
井
周
東
線

柳
井
市
柳
井
字
海
田

同
市
柳
井
字
鰐
淵
五

山
口
県
告
示
第
百
二
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

路
線
名

区

四
九
〇
号

同
市
美
東
町
絵
堂
字

県

道

山
口
宇
部
線

山
口
市
朝
田
字
上
山

同
市
佐
山
字
傍
示
郷

県

道

宮
野
大
歳
線

山
口
市
朝
田
字
三
田

同
市
朝
田
字
大
田
八

県

道

新
山
口
停
車

場
長
谷
線

山
口
市
小
郡
下
郷
字

同
市
小
郡
下
郷
字
長

り
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

路
線
名

区

一
般
国
道

美
祢
市
美
東
町
真
名

東
條
六
五
八
の
一
地
先
か
ら

の
一
二
地
先
ま
で

岩
崎
一
一
三
八
の
一
地
先
か
ら

山
九
〇
〇
の
一
地
先
ま
で

目
七
の
二
地
先
か
ら

白
石
一
三
七
の
一
地
先
ま
で

字
田
代
台
二
九
五
一
の
一
地
先
か
ら

北
山
九
三
三
の
一
地
先
ま
で

手
八
二
九
の
一
地
先
か
ら

二
四
の
一
地
先
ま
で

四
七
〇
九
の
五
地
先
か
ら

四
七
〇
の
一
地
先
ま
で

年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

六
日

山
口

北
山
九
三
三
の
一
地
先
ま
で

手
八
二
九
の
一
地
先
か
ら

二
四
の
一
地
先
ま
で

地
九
〇
二
の
一
地
先
か
ら

八
七
の
一
地
先
ま
で

寺
向
二
一
一
八
の
一
地
先
か
ら

谷
西
四
五
〇
の
一
三
地
先
ま
で

の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ

六
日

山
口

字
田
代
台
二
九
五
一
の
一
地
先
か
ら

三

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

間

指
定
の
期
日

平
成
二
十
五
年
四
月

一
日

る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

県
知
事

山

本

繁
太
郎

間

指
定
の
期
日

、 。



平

県下

成 年 月 日 火曜日

宇県南県福羅県武県大島

山 口

停県防向県防大県宮県新場県

（定期）県 報

県下線県柳県小線県粭

第 号

県宇県下県徳線県防

道

松
新
南
陽

下
松
市
望
町
一
丁
目
六
三

周
南
市
桜
馬
場
通
三
丁
目

部
空
港
線

同
市
亀
浦
三
丁
目
四
五
六

道

風
泊
港
線

下
関
市
彦
島
竹
ノ
子
島
町

同
市
彦
島
迫
町
二
丁
目
二

道

浦
港
金
比

線

下
関
市
彦
島
本
村
町
七
丁

同
市
金
比
羅
町
一
〇
九
三

道

久
椋
野
線

下
関
市
武
久
町
二
丁
目
一

同
市
幡
生
宮
の
下
町
九
七

道

海
秋
穂
二

線

山
口
市
秋
穂
東
字
久
保
二

同
市
秋
穂
二
島
字
東
沖
四

車
場
線

同
市
大
字

ケ
浜
字
西
浜

道

府
停
車
場

島
線

防
府
市
八
王
子
一
丁
目
一

同
市
大
字
新
田
字
田
否
附

道

府
停
車
場

藪
線

防
府
市
佐
波
二
丁
目
一
五

同
市

同
町
一
六
三
四
の

道

野
大
歳
線

山
口
市
朝
田
字
三
田
地
九

同
市
朝
田
字
大
田
八
八
七

道

山
口
停
車

長
谷
線

山
口
市
小
郡
下
郷
字
寺
向

同
市
小
郡
下
郷
字
長
谷
西

道

宇
部
市
岬
町
三
丁
目
一
一

道

松
田
布
施

下
松
市
中
市
二
丁
目
一
三

同
市
葉
山
一
丁
目
八
一
九

柳
井
市
古
開
作
字
中
東
條

同
市
柳
井
字
大
立
田
四
七

道

井
玖
珂
線

柳
井
市
柳
井
字
鰐
淵
五
四

岩
国
市
玖
珂
町
字
下
岩
崎

道

野
田
山
陽

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
二

同
市
大
字
郡
字
一
里
ケ
浴

道

島

ケ
浜

周
南
市
大
字
栗
屋
字
開
作

宇
部
市
大
字
山
中
字
新
市

山
口
市
秋
穂
二
島
字
西
縁

道

部
防
府
線

山
口
市
秋
穂
東
字
久
保
二

防
府
市
大
字
台
道
字
沖
ノ

道

松
鹿
野
線

下
松
市
潮
音
町
二
丁
目
一

同
市
南
花
岡
六
丁
目
二
〇

道

山
停
車
場

周
南
市
代
々
木
通
一
丁
目

同
市
桜
馬
場
通
一
丁
目
四

道

府
環
状
線

防
府
市
大
字
西
浦
字
十
一

同
市
大
字
台
道
字
森
ノ
下

の
一
地
先
か
ら

一
三
地
先
ま
で

六
の
五
地
先
ま
で

四
三
三
六
の
五
地
先
か
ら

八
七
五
の
一
地
先
ま
で

目
八
六
八
の
二
地
先
か
ら

の
一
地
先
ま
で

一
六
の
一
七
地
先
か
ら

〇
の
一
八
地
先
ま
で

一
二
七
四
の
一
地
先
か
ら

九
七
四
の
五
地
先
ま
で

一
八
の
一
二
地
先
ま
で

六
三
五
の
八
地
先
か
ら

四
二
九
の
八
地
先
ま
で

一
九
の
一
地
先
か
ら

三
地
先
ま
で

〇
二
の
一
地
先
か
ら

の
一
地
先
ま
で

二
一
一
八
の
一
地
先
か
ら

四
五
〇
の
一
三
地
先
ま
で

五
二
の
二
地
先
か
ら

五
二
の
六
一
地
先
か
ら

の
二
地
先
ま
で

六
五
八
の
一
地
先
か
ら

〇
九
の
一
地
先
ま
で

七
〇
の
一
地
先
か
ら

一
〇
八
九
の
一
地
先
ま
で

丁
目
一
五
一
五
の
一
地
先
か
ら

三
四
九
地
先
ま
で

南
八
〇
六
の
三
地
先
か
ら

四
一
一
の
五
地
先
か
ら

四
九
四
三
の
一
地
先
ま
で

一
二
七
四
の
一
地
先
か
ら

下
五
二
二
九
の
一
地
先
ま
で

一
三
の
五
地
先
か
ら

地
先
ま
で

一
三
地
先
か
ら

地
先
ま
で

十
二
割
二
八
八
〇
の
一
地
先
か
ら

四
八
二
九
の
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
五
年
四
月

一
日

岩
国
都
市
計
画
公
園
事
業

三

事
業
施
行
期
間

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

一

施
行
者
の
名
称

岩
国
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

萩
都
市
計
画
公
園
事
業
五

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
八
月
十
九

四

事
業
地

萩
市
大
字
椿
東

山
口
県
告
示
第
百
二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

一

施
行
者
の
名
称

萩
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

線

周
南
市
代
々
木
通
一

同
市
若
山
二
丁
目
一

周
南
市
横
浜
町
八
の

同
市
大
字

ケ
浜
字

県

道

徳
山
下
松
線

周
南
市
大
字
栗
屋
字

下
松
市
大
字
東
豊
井

山
口
県
告
示
第
百
二
十
四
号六

・
六
・
一
岩
国
運
動
公
園

年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第

変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

六
日

山
口

び
名
称

・
五
・
二
陶
芸
の
村
公
園

日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第

更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

六
日

山
口

び
名
称

丁
目
一
三
地
先
か
ら

七
一
三
の
二
地
先
ま
で

二
地
先
か
ら

西
浜
一
八
の
一
二
地
先
ま
で

開
作
南
八
〇
〇
の
一
地
先
か
ら

字
乗
越
二
〇
五
の
五
地
先
ま
で

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
都

県
知
事

山

本

繁
太
郎

日
ま
で

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
萩
都
市

県
知
事

山

本

繁
太
郎

四

市 計



平成 年 月 日 火曜日

と
お

一

山 口 県

三四山
公

（定期）報

計
画

一二

第 号

四山
都

二
十
二
年
秋
分
の
満
潮
位
（

・

堤
と
の
境
界
線
及
び
１
の
地
点
と

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

埋
立
区
域
（
第
一
工
区
）

位
置

萩
市
大
島
字
川
ノ
上
四
〇
九
の

区
域

次
の
１
の
地
点
か
ら
９
の
地
点

事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
一
月
十
日
か
ら
平
成
三

事
業
地

光
市
光
井
三
丁
目
及
び
大
字
室
積

口
県
告
示
第
百
二
十
七
号

有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

施
行
者
の
名
称

光
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
公
園
事
業
五
・
五

平
成
十
一
年
九
月
二
十
一
日
か
ら

事
業
地

岩
国
市
牛
野
谷
町
一
丁
目
及
び
平

口
県
告
示
第
百
二
十
六
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

・

＋
〇
・
八
三
メ
ー
ト
ル
）

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
十

工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た

山
口
県
知

一
八
地
先
公
有
水
面

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
９
の

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

村第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

・
一
冠
山
総
合
公
園

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

田
四
丁
目

第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

に
お
け
る
公
有
水
面
と

防
波

一
月
十
七
日
付
け
指
令
港
湾
第

。事

山

本

繁
太
郎

地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
平
成

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

事

山

本

繁
太
郎

での
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

萩
市
長

野
村

興
兒

五

認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八

公

（
八
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

一
、
一
一
三
・
七
二
平

二

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

三

関
係
図
書
を
閲
覧
で
き
る

萩
市

四

認
可
を
受
け
た
者

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番

萩
市

４
の
地
点

３
の
地
点
か

５
の
地
点

４
の
地
点
か

６
の
地
点

５
の
地
点
か

７
の
地
点

６
の
地
点
か

８
の
地
点

７
の
地
点
か

９
の
地
点

８
の
地
点
か

の
地
点

９
の
地
点
か

面
積

五
三
三
号
で
し
ゅ
ん
功
認

メ
ー
ト
ル
）
に
囲
ま
れ
た

１
の
地
点

大
島

護
岸

東
経
一
三
一
度

三
メ
ー
ト
ル
の

２
の
地
点

１
の
地
点
か

３
の
地
点

２
の
地
点
か

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

日

告

地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

方
メ
ー
ト
ル

日

指
令
平
二
二
港
湾
第
七
二
八

市
町

地 ら
二
五
七
度
〇
五
分
五
六
秒
二
・

ら
三
四
七
度
〇
三
分
〇
〇
秒
一
四

ら
二
五
七
度
〇
五
分
五
四
秒
六
七

ら
一
六
七
度
〇
五
分
一
一
秒
二
・

ら
二
五
七
度
〇
四
分
四
〇
秒
二
・

ら
三
四
六
度
五
〇
分
五
一
秒
九
・

ら
七
七
度
〇
四
分
二
一
秒
一
〇
〇

可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と

区
域

東
端
部
に
設
置
し
た
基
準
点
（
北

二
四
分
三
〇
・
八
五
六
秒
）
か
ら

地
点

ら
二
五
七
度
一
二
分
三
五
秒
二
七

ら
一
六
七
度
〇
六
分
二
八
秒
二
・

五

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

る
届
出

号 六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
境
界
線
（

・

・

＋
〇
・
九

緯
三
四
度
二
九
分
二
三
・
八
二
四

六
八
度
一
四
分
〇
二
秒
三
六
八
・

・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の 八秒二

公

告



平成 年 月 日 火曜日

七

山 口

四五六

（定期）県 報

二
株

三
名株

第 号

当
日
か

労
働

一

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

一
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
六
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

六
五
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

所
在
地

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

と
が
で
き
る
時
間
帯

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
一

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

一
二
六
七
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

ま
す
。

山
口
県
知

在
地

コ
ス
モ
ス
美
祢
店

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

〇
時

午
後
一
〇
時

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

〇
番
一
号

宇
野

正
晃

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

〇
番
一
号

宇
野

正
晃

、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六

及
び
美
祢
市
建
設
経
済
部
商
工

事

山

本

繁
太
郎

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

美
祢
市
大
嶺

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
八
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
山
口

美
祢
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
五

労
働
部
商
政
課
及
び
美
祢
市
建

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
十
一

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

理
委
員
会

示
第
三
十
四
号

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

山
口

及
び
所
在
地

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ
美
祢
店

町
東
分
二
八
七
の
一

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
五
五
一
）
に
係
る
大
規

た
。

年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月

設
経
済
部
商
工
労
働
課
に
お
い
て

六
日

午
後
十
時
三
十
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

二
時
ま
で

日

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権

県
知
事

山

本

繁
太
郎

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

二
十
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

る
時
間
帯

六

はと 項第びを 成り工

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

副
知
挙
管
員
及
委
員

県
の

員
の

山 口 県

県
議
の
請

知
事

（定期）報

直
県
条
廃
の

県
の

す
る

県
議

第 号

を
合

八
分

て
得

事
並
び
に
県
の
選

理
委
員
、
監
査
委

び
公
安
委
員
会
の

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

教
育
委
員
会
の
委

解
職
の
請
求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日

十
六

組
織
る
法

十
条

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

十
一

定

必

要

な

有

十
四

十
五

十
六

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

二
四
九
、
一
七
〇

四
七
、
〇
四
七

五
二
、
六
二
四

一
六
、
二
一
一

三
二
、
一
一
九

一
五
、
一
九
八

四
一
、
一
七
〇

一
四
、
六
三
八

一
〇
、
七
六
一

九
、
六
八
二

七
、
七
八
六

四
一
、
一
二
〇

一
七
、
七
六
四

権

者

の

数二
三
、
八
六
八

二
四
九
、
一
七
〇

五
、
五
七
一

九
、
一
三
五

七
六
、
九
六
四

は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

長

中

村

正

昭

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

三

場
所

サ
ン
デ
ン
交
通
株
式
会
社

全
職
場

四

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十

一

事
件賃

金
引
上
げ
の
要
求
に

一
時
金
の
要
求
に
関
す

労
働
条
件
の
改
善
の
要

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

二

日
時

雑

争
議
行
為
の
通
知

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

ン
デ
ン
交
通
労
働
組
合
か
ら
、

六
日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る

に
お
い
て
サ
ン
デ
ン
交
通
労
働
組

を
実
施
す
る
。

六
日

山
口

関
す
る
件

る
件

求
に
関
す
る
件

に
関
す
る
件

報

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨

七

ま
で
の
期
間

合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事
す

県
知
事

山

本

繁
太
郎

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

る サ

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
印
刷

十
五
年
三
月
二
十
六
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


